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第３版　推薦のことば

　本書は、交通担当警察官や検察官が取り扱う自動車事故について、実務上生起し得
る事故を〈想定事例〉として取り上げて、適用を検討すべき罰則の制定の背景や趣旨、
更には捜査の要諦等を紹介した上で、その犯罪事実の記載例を解説するものであり、
多数の読者の支持を得て、平成 27年発刊の初版からこれまで版を重ねてきて、本書
で第３版となるものである。

　取り上げられている〈想定事例〉は、実務上に生じ得る事例を分かりやすく類型化
して簡にして要を得た形で紹介しており、しかもその事例数とこれに対応する犯罪事
実の記載例は 750 を超えていて、大方の交通事故の類型をほぼ全部カバーしている
と言っても過言ではない。そして、上記のように版を重ねて、その間に生じた実務上
の問題点や読者からの疑問等に対する考え方をも盛り込んでおり、正に、令和という
新しい時代に相応しい内容となっている。

　執筆者である林信好副検事は、第２版からその執筆等に関与しているところ、仙台
地方検察庁、東京地方検察庁、さいたま地方検察庁等の交通事件の多い、いわゆる繁
忙庁と呼ばれる検察庁等で、二十数年もの長きにわたり交通事件を担当してきてい
て、この種事件の豊富な経験を有し、交通事件の現場で苦労している交通担当の警察
官や検察官の良き相談相手でもあったものであり、本書は、その豊富な経験と実務感
覚に裏打ちされた好著となっている。

　本書が、交通担当の警察官、更には、この種事案を取り扱う検察官が傍らに携える
「座右の書」として、広く活用されることを願っている。

　令和６年１月１日
仙台地方検察庁検事正　　

飯島　泰　
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iv　

第３版　監修のことば

　本書の初版は、平成 27年８月、元東京区検察庁上席の検察官であった宮田正之氏
の手により、交通事故捜査の現場で活躍される警察官の執務の一助になってほしいと
の願いから企画・出版され、令和３年７月、それまでの法改正や新しい裁判例の集積
を踏まえ、第２版が出版されました。本書は、読者が捜査関係者に限られているにも
かかわらず、幸いにして警察官のみならず検察官からも好著であるとの評判をいただ
き、この度、第３版出版の運びとなりました。

　犯罪事実（公訴事実）は、捜査の集大成とも位置づけられます。

　皆さんは、捜査の最終盤以外に、どのような段階で、犯罪事実（公訴事実）を起案
していますか。
　まず、捜査の初期段階で、犯罪事実（公訴事実）を起案する方法。捜査の初期段階
では、犯罪事実（公訴事実）を起案しても全てを書ききることができないことが多い
と思いますが、その空白部分は今後捜査を要すべき事項であるとして把握することが
できます。それ故、この場合を指して、「犯罪事実（公訴事実）は捜査の羅針盤である」
と表現する捜査官もいます。
　捜査の中盤頃、犯罪事実（公訴事実）を起案する方法。捜査が十分であれば、事案
の真相を的確に反映した過不足のない犯罪事実（公訴事実）を書くことができるはず
です。しかし、捜査が尽くされていなければ、納得のいく犯罪事実（公訴事実）を書
くことはできません。それ故、この場合を指して、「犯罪事実（公訴事実）は捜査の
到達点（投影）である」と表現する捜査官もいます。

　本書中の各解説部分は、林副検事が、日頃の交通事故捜査をなすに当たり、警察官
から受けた事件相談内容などを念頭に置いて、分かりやすく書かれています。本書に
掲載された犯罪事実記載例の数は 750 以上と多数に上っていて、生起する交通事故
のほとんどの態様を網羅していますし、本書の過失構成や表現は比較的オーソドック
スですので、本書は、「捜査の羅針盤」、「捜査の到達点」のいずれの場面でも有効に
利用できる適書だと思います。
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　ここで、本書に掲載されている「知って得する判例要旨」、「知って得する論考紹介」
について一言。ネーミングは控えめですが、実は、「知って得する」どころか、交通
捜査官として「知っていなければならない」重要な裁判例や論考ばかりを取り上げて
います。
　皆さんは、飲酒の上、人身事故を起こした交通事故の擬律判断で迷ったことはあり
ませんか。過失運転致死傷罪か危険運転致死傷罪か。危険運転致死傷罪だとしたら、
自動車運転処罰法２条１号を適用するのか、それとも同法３条１項を適用するのか。
この点について、裁判官や学者が、法律雑誌で同法２条１号の適用場面について論理
的に解説してるのを御存じでしょうか。本書ではその論考を紹介しています（486頁）。
とても参考になりますので、読み込んでいただきたいと思います。
　なお、この「知って得する判例要旨」、「知って得する論考紹介」は、巻頭の目次で
簡単に探すことができますので、御一読をお薦めします。

　第２版から本書の執筆を担当している林信好副検事は、一般刑事法、特別法など分
野を問わず高い捜査能力を備えていますが、特に、交通事故捜査に関しては全国でも
トップクラスの知見と捜査技術を持っていて、警察官から厚い信頼を得ています。

　第一線で活躍される警察官及び検察官においては、優秀な林副検事の手による本書
を活用して、効率よく的確・十分な捜査を遂げていただきたいと願っています。

　令和６年１月１日
交通事故 ･事件捜査実務研究会顧問　　

元東京区検察庁公判部長　　
木村　昇一　
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vi　

第３版　はじめに

　本書は、平成 26年５月 20日、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰
に関する法律」が施行されたことから、長年交通事故・事件の捜査公判に携わってき
た、元東京区検察庁総務部長兼上席の検察官の宮田正之先生が、自動車事故等の犯罪
事実作成に慣れていない若手交通捜査官からベテランに至るまでの幅広い層の司法警
察員のため企画されて上梓されたが、法改正から５年を経過したことから、その間に
集積された捜査・公判の実情を踏まえ、筆者が、実際に交通事故・事件に携わってい
る司法警察員から受けた事件相談等の内容に鑑み、「自動車の運転により人を死傷さ
せる行為等の処罰に関する法律」の中核をなす過失運転致死傷罪について解説すると
ともに、それを踏まえた上での犯罪事実の記載に関して解説を加えるなどして、新た
に構成し直した第２版を底本としている。

　ベストセラーとはいえないまでも、幸いなことに版を重ねることができたものであ
るが、この度、立花書房編集部長馬場野武氏から、「凍結路面における交通事故など
日常生起しうる交通事故の犯罪事実について加筆することによって、交通事故捜査に
関わる司法警察員だけでなく、交通事故捜査に携わっている検察官らの執務の参考と
して、更に広く活用されるよう改訂してはどうか」という話を持ちかけられ、確かに
日常生起しうる交通事故であっても犯罪事実としては記載するのが難しいものもある
ことから、それらについて記載内容を充実させた方が交通事故捜査に携わる人にとっ
て利用しやすいものになると思い、第３版を上梓するに至った。

　第２版のはしがきでも申し上げたが、筆者が、二十数年間検察官として交通事故・
事件捜査に携わってきた経験から得た知識を、できる限り分かりやすく本書に記載し
たつもりではあるものの、不十分と思われる点も多々あると思われる。その点につい
ては、本職の浅学非才に原因があるとして何とか御容赦願いたい。

　また、筆者の経験から記載例の多くは、東京方式を例に取っているので、地元の地
方検察庁の指導の下で、ある程度記載ぶりを調えるよう指導されていたり、実際の書
きぶりについて、本書と差異が認められたりする場合については、適宜、各都道府県
警の記載・運用例に従っていただきたい。
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　なお、意見に渡る部分はあくまで本職の私見である。

　本書が、広く現場で使用されたり、交通事故捜査に携わる方々のお役に立つことが
できたりすれば、望外の喜びである。

　最後に、本書の出版に当たって、いつものように貴重な時間を割いて御協力・情報
提供等をしてくださった裁判官、検察官、警察官の方々を始め、本書の監修者でもあり、
交通事故・事件捜査のエキスパートである元東京区検察庁公判部長木村昇一氏には大
変貴重なアドバイスを頂戴したほか、立会事務官の紺野丹瑚氏には資料収集で、立花
書房編集部長馬場野武氏には企画から編集・校正等全般にわたり、同部参与本山進也
氏、同部濱崎寛美氏、同部下村大志氏には、校正等で大変お世話になった。

　この場を借りて厚く御礼申し上げる。

　令和６年１月１日
交通事故 ･事件捜査実務研究会顧問　　

仙台地方検察庁石巻支部　　
上席副検事　林　信好　
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第２版の監修のことば

　本書「自動車事故犯罪事実作成実務必携〔第２版〕」の構成・記載内容について、
概観してみます。

　第１編「総論」では、過失の捉え方（段階的過失論、過失併存説）、信頼の原則、
犯罪事実を記載する際の留意点、実況見分調書の意義・重要性、交通関連用語の用い
方、一般的な交通事故事件の捜査要領といった交通捜査官として知っておくべき基礎
的事項について分かりやすく丁寧な解説がされています。

　第２編以下は各論であり、危険運転致死傷罪（２条、３条）、アルコール等影響発
覚免脱罪（４条）、過失運転致死傷罪（５条）、無免許運転加重罪（６条）、過失・重
過失・業務上過失傷害罪、特殊な形態あるいは過失認定の困難な事故についての犯罪
事実記載例が、各編毎にまとめられて紹介されています。

　第２編以下の各編の冒頭では、収録されている事故類型の逐条的な解説をするなど
した上で、当該事故類型の犯罪事実の記載例を紹介しています。
　各々の犯罪事実記載例の直前には、「想定事例」の表題でその事故の概要を簡潔に
紹介がされているので、「想定事例」を読めばそれに続いて記載されている犯罪事実
記載例の事故態様を容易に把握できる工夫がされています。
　加えて、必要に応じ、「解説」、「検察官の目」として捜査上のポイント等を示しており、
また、把握しておくべき参考判例等も紹介されていますので、これらを読めば当該事
故の捜査要領の要点をつかむことができますし、「犯罪の情状に関する意見」の記載
例も紹介されているので、これにより当該事故の情状面における捜査要領の肝を知る
ことができます。
　本書に掲載された記載例は、700 以上と多いので、生起する交通事故のほとんどが
網羅されていると言ってもよいかと思います。
　その一方で、本書は上記のとおり構成・記載内容においての様々な工夫がなされて
いることから、紙数が大部の割には、読者の皆様にとって使い勝手のよい本となって
おり、かつ、単なる犯罪事実の記載例の紹介にとどまらず、当該事故の捜査要領を知
る上で有用な内容となっています。
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　本書の編著を担当した林信好副検事は、20年以上にわたり捜査・公判実務に携わっ
ており、交通捜査の経験も豊富です。林副検事の卓越した交通捜査能力には、交通担
当の警察官から絶大な信頼が寄せられていると聞いています。
　交通捜査を得意分野とする林副検事の視点において編著された本書が、第一線の現
場で交通捜査に従事する多くの検察官、警察官の執務のお役に立つことを心から願っ
ています。

　令和３年６月
東京区検察庁公判部長（前東京区検察庁道路交通部長）　　

木村　昇一（監修）　
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第２版のはしがき

　本書は、平成 26年５月 20日、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰
に関する法律」が施行され、従来刑法に規定されていた「危険運転致死傷罪と自動車
運転過失致死傷罪」が刑法から分離され、危険運転致死傷罪の適用範囲を拡大すると
ともに、「アルコール等の影響が発覚することを免れる行為をした者に対する罰則（免
脱罪）」が新設されたほか、「無免許運転による事故の場合の刑が加重」が追加される
法改正がなされたことから、長年、交通事故・事件の捜査公判に携わってきた宮田正
之先生が、自動車事故等の犯罪事実作成に慣れていない若手交通捜査官からベテラン
に至るまでの幅広い層の司法警察員のため企画され、関連する交通事故犯罪事実関係
の書籍を分析・参考にした上で、交通現場の実務に即した犯罪事実記載例を中心に想
定事例等を交え、解説を加えてまとめた初版本を底本としている。

　しかし、法施行から５年を経過し、令和２年度法改正が行われたことから、今回の
法改正に係る記載例は勿論、今までの間に集積された捜査・公判の実情を踏まえ、記
載内容について見直す必要があるのではないかということになった。
　そこで、筆者が、この間、実際に交通事故・事件に携わっている司法警察員から受
けた事件相談等の内容に鑑み、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に
関する法律」の中核をなす過失運転致死傷罪について分かりやすく解説するとともに、
それを踏まえた上での犯罪事実の記載に関して解説を加えるなどして、新たに構成を
し直すことにした。
　そして、これに合わせて記載例集としての使い勝手を考え、当てはめしやすいよう
に各記載例の表現をできる限り統一することとした。

　筆者が、20 数年間検察官として、交通事故・事件捜査に携わってきた経験から得
た知識を、できる限り分かりやすく本書に記載したつもりではあるが、不十分と思わ
れる点も多々あると思われる。
　その点については、本職の浅学非才に原因があるとして何とか御容赦願いたいとこ
ろである。
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　なお、筆者の経験から記載例の多くは、東京方式を例に取っているので、地元の地
方検察庁の指導の下で、ある程度記載ぶりを調えるよう指導されていたり、実際の書
きぶりについて、本書と差異が認められる場合については、適宜、各都道府県警察の
記載・運用例に従っていただきたい。
　また、意見に渡る部分はあくまで本職の私見である。

　赤本と呼ばれた初版本に引き続き、本書が広く現場で使用されたり、交通事故捜査
に係る第一線の方々のお役に立つことができたりするならば、編著者として望外の喜
びである。

　最後に、本書の出版に当たっていつものように貴重な時間を割いて協力・情報提供
等をしてくださった裁判官、検察官、警察官の方々を始め、交通事故・事件捜査のエ
キスパートである東京区検察庁公判部長（前東京区検察庁道路交通部長）木村昇一氏
には、本書の監修者として企画当初から相談に乗っていただき、大変貴重なアドバイ
ス等を頂戴したほか、立花書房出版部長馬場野武氏には、企画から編集・校正等全般
にわたり、同部参与本山進也氏等には、校正等で大変お世話になった。

　この場を借りて厚く御礼申し上げる。

　令和３年７月
交通事故 ･事件捜査実務研究会会員　　　　　　　　　　　
林　信好（仙台地方検察庁刑事部副検事（交通担当））　
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xii　

は じ め に

　平成 26年５月 20日、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する
法律」が施行された。これにより従来、刑法に規定されていた「危険運転致死傷罪と
自動車運転過失致死傷罪」が刑法から分離され、新法では「危険運転致死傷罪の適用
範囲を拡大」するとともに、「アルコール等の影響が発覚することを免れる行為をし
た者に対する罰則（免脱罪）が新設」されたほか、「無免許運転による事故の場合、
刑が加重される」こととなった。

　犯罪事実の記載については、当然の事ながら条文とその構成要件の把握が必須であ
り、そのためにも上記新法をある程度理解しておかねばならない。
　本書は各編立てにおいて、新法に関しては、実際の条文と数字を合わせてあるので、
使用する前にまず事案に適合する各編総論部分に目を通して頂きたい。
　総論部分を理解した上で各記載例を参照すれば、現実の事案に即した犯罪事実を書
けるだろう。

　本書『自動車事故犯罪事実作成実務必携　〜危険運転・過失運転致死傷から交通重
過失等まで〜』は、関連する交通事故犯罪事実関係の書籍を分析・参考にした上で、
交通現場の実務に即した犯罪事実記載例を中心に想定事例等を交え、解説を加えてま
とめたものである。
　中には、犯罪事実の記載としてはあまり良くないものや参考にしてほしくないもの
もあるが、それらは分析・検討の材料として使用している。

　なお、筆者や協力者らの経験から記載例の多くは、東京方式を例にとっているので、
地元地方検察庁の指導の下で、ある程度記載ぶりを調えるよう指導されていたり、実
際の書きぶりについて、本書と差異が認められる場合については、適宜、各都道府県
警察の記載・運用例に従って頂きたい。
　本書は、自動車事故等の犯罪事実作成に慣れていない若手交通捜査官からベテラン
に至るまで、幅広い層の司法警察職員のために企画された。広く現場で使用されたり、
赤本と呼ばれ、交通事故捜査に係る第一線の方々のお役に立つことができたりすれば、
望外の喜びである。
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 　xiii

　最後に、本書の出版に当たっていつものように貴重な時間を割いて協力・情報提供
等をして下さった裁判官・検察官・警察官の方々を始め、東京地方検察庁交通部村川
伊和生副検事、立花書房出版部次長馬場野武氏には企画から編集 •校正等全般にわ
たり、同部参与の本山進也氏、同部の秋山寛和氏、濱崎寛美氏等には、校正等で大変
お世話になった。

　この場を借りて厚く御礼申し上げる。

　平成 27年８月
交通事故 ･事件捜査実務研究会顧問　　　　　
宮田　正之（元東京区検察庁上席の検察官）　
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2　第１編　総　　　論

第 編………総　　　論１
第１章 ｜ 過失運転致死傷罪の捜査要領概説

解　��説

１　「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の概略
⑴　施 行 期 日
　平成 26年５月 20日　　改正法施行日　令和２年７月２日施行

⑵　概　　　要
ア　定　　　義
　　第１条　「自動車」や「無免許運転」の趣旨が明文化。

イ　危険運転致死傷
　　第２条
　　　　１号	　「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車

を走行」
　　　　２号	　「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行」
　　　　３号　「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行」
　　　　４号	　「人や車の通行を妨害する目的により、重大な交通の危険を生じさせ

る速度で直前進入・著しく接近」
　　　　５号	　「通行妨害目的により、重大な交通の危険を生じさせる速度で走行中

の車の前方で停止・著しく接近」
　　　　６号	　「高速道路等で、通行妨害目的により、走行中の車の前方で停止・著

しく接近し、これを停止・徐行」
　　　　７号	　「赤色信号を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自

動車を運転」
　　　　８号	　「通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動

車を運転」
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　　　　　　　「法定刑」
　　　　　　　　死亡→１年以上の有期懲役
　　　　　　　　負傷→ 15年以下の懲役
　　　　　　　　　　　　	※負傷につき（３号除く。）、無免許運転（６条）による加重
　　　　　　　　　　　　　＝６月以上の有期懲役

　　第３条
　　　　１号	　アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれが

ある状態で自動車を運転
　　　　２号	　政令で定める病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがあ

る状態で自動車を運転
　　　　　　※いずれもその後に正常な運転が困難な状態に陥ることが必要
　　　　　　※政令で定める病気とは
　　　　　　　	　統合失調症、てんかん、再発性の失神、低血糖症、そう欝病、睡眠

障害（ただし運転行為に重大な支障が生じ得るもの）
　　　　　　　「法定刑」
　　　　　　　　死亡→ 15年以下の懲役
　　　　　　　　　　　　※無免許運転（６条）による加重
　　　　　　　　　　　　　＝６月以上の有期懲役
　　　　　　　　負傷→ 12年以下の懲役
　　　　　　　　　　　　※無免許運転（６条）による加重
　　　　　　　　　　　　　＝ 15年以下の懲役
　　　第４条
　　　	　アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で

自動車を運転した者が運転上必要な注意を怠って死傷事故を起こした場合に、その
影響の有無や程度の発覚を免れるために、更にアルコールや薬物を摂取したり、そ
の場を離れて身体に保有するアルコールや薬物の濃度を減少させるなどする行為

　　　　　　　「法定刑」
　　　　　　　　12年以下の懲役
　　　　　　　　　　　※無免許運転（６条）による加重
　　　　　　　　　　　　＝ 15年以下の懲役
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4　第１編　総　　　論

ウ　過失運転致死傷
　　第５条
　　　　自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者
　　　　　　　「法定刑」
　　　　　　　　７年以下の懲役若しくは禁錮又は 100 万円以下の罰金
　　　　　　　　　　　　※無免許運転（６条）による加重（無免許過失運転致死傷）
　　　　　　　　　　　　　＝ 10年以下の懲役（※罰金刑なし）

エ　無免許運転による加重
　　　第６条
　　　　無免許運転により、第２条ないし第５条の罪を行った場合に加重
　　　　　　　　　	※無免許運転の故意が認められない場合（たとえば、うっかり失

効による場合）は、無免許運転の加重はできない。

　オ　そ　の　他
　　	　この法律の構成は、①定義の次に、②故意犯である危険運転致死傷罪に係る条

文が来て、その後③過失犯である過失運転致死傷罪に係る条文、④無免許運転に
よる刑の加重に係る条文という順で構成されているが、交通事故捜査の基本犯は
「過失運転致死傷罪」であり、各犯罪事実の記載方法を知る上でも、「過失運転致
死傷罪」について理解し、その犯罪事実の記載方法を知る必要があるので、以下
の項目において、その点について順次概説していくこととしたい。

東京高判平22. ９.28（高速度類型→○）

第２　法令適用の誤りの主張について
　　 　論旨は、要するに、刑法 208 条の２第１項後段にいう「進行を制御することが困難な高速度

で、自動車を走行させる」とは、相当程度の時間にわたり危険な高速度で走行することをいうか
ら、原判決が、本件事故時における短時間の走行速度をとらえて、「進行を制御することが困難
な高速度」に該当するとしたのは、上記法条の解釈適用を誤っている、というのである。

　　 　しかし、刑法 208 条の２第１項後段にいう「進行を制御することが困難な高速度」とは、道
路の状況に応じて進行することが困難な状態になる速度をいうのであり、走行中の短時間の速度
であっても、道路の状況に応じて進行することが困難な状態になれば、これに該当し、相当程度
の時間にわたり危険な高速度で走行する必要はないというべきである。……

〈知って得する判例要旨〉
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２　過失運転致死傷罪（５条）捜査の基礎知識
⑴　序　　　論
　　そもそも過失犯とは何か？（刑法 38条１項ただし書）

　ア　故意犯（刑罰法規の原則刑法 38条１項本文）
　　	　行為者が結果の発生することを認識しながら、あえてその結果を発生させた場

合を言う。
　　	　ここで「あえて」というのは、犯罪事実の実現を積極的に意欲している必要は

ないが、少なくとも犯罪事実が実現するならしても「仕方がない」、「やむを得な
い」という認容をしていることを要するという意味である。

　イ　過　失　犯
　　	　行為者が不注意により結果の発生を認識しないままその結果を発生させる場合

を言う。

　ウ　故意犯と過失犯の比較
　　	　故意犯は、結果の発生を認識しながら、あえてその結果を発生させていること

から、強い非難が可能であり、比較的重い法定刑である。
　　	　過失犯は、結果の発生を認識していないことから、故意犯と比較し、強い非難

ができず、比較的軽い法定刑である。
　　　　	→不注意の程度と発生させた結果の程度によってその非難の程度が変わるこ

とになる。

⑵　過失運転致死傷罪の成立要件
　ア　条　　　文
　　	　自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、７年以下の懲

役若しくは禁錮又は 100 万円以下の罰金に処する。
　　　自動車を運転上必要な注意を怠り（要件①）
　　　　　　　　↓
　　　人を死傷させた者（要件②）
　　　　　　　　↓
　　　７年以下の懲役若しくは禁錮又は 100 万円以下の罰金
　　　　※要件①と要件②の間には因果関係が必要
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　イ　自動車運転上必要な注意とは
　　	　刑罰法規は、犯罪ごとに、どのような行為が犯罪とされるかが条文に明確にさ

れているのが原則（罪刑法定主義）である。
　　	　例えば、窃盗罪（刑法 235 条）の場合には、その条文に「他人の財物を窃取した」

と規定されており、他人の財物を盗む行為が犯罪とされる行為であることが明確
に規定されている（閉じられた構成要件）。

　　	　しかし、過失運転致死傷罪の場合には、その条文に「自動車の運転上必要な注
意を怠り」と規定されるのみで、どのような行為（不注意）が犯罪とされる行為
であるかが必ずしも明確に規定されているとは言えない。

　　	　その理由は、運転者が運転中に注意すべきことは、道路状況に応じて刻々と変
化するために、運転者が運転中に注意すべきこと（注意義務）を網羅的に条文に
規定することは困難であるからである。

　　	　しかしながら、運転者が運転中に注意すべきことに違反したかどうかにつき、
何ら根拠もなしに犯罪とされて刑罰を受けるのであれば、運転者は怖くて運転で
きなくなるはずであり、そのため、運転者が運転中に注意すべきこと（注意義務）
は、通常の運転者であれば注意すべき行為（道路交通法等の法令、慣習、社会規範等）
を根拠とし、個々の事案について、構成要件に注意義務を補充した上で判断され
ることとなる（開かれた構成要件）。

　　	　このような注意義務は、これまでの判例や実務の集積から、ある程度類型化さ
れており、それぞれが取り扱っている交通事故の過失を整理して絞り込んでいく
過程、あるいは過失の併存を認定する過程で、それらを参考にすることは有用で
ある。

　　	　ただし、個々の事案を正しく見据えず、類型化された注意義務をパズルのよう
に当てはめてはならない。

　ウ　過失運転致死傷罪とは
　　ア	　行為者が自動車を運転中に、脇見をしたため、進路上に立っていた被害者の

存在に気付かず、自車を衝突させて同人を路上に転倒させ、同人に傷害を負わ
せた事例について、「過失運転致傷罪の構成要件に該当する実行行為」は何か
というと、単に行為者が被害者の傷害という結果の発生を認識しないで、その
運転中の自動車を被害者に衝突させて同人を路上に転倒させた行為を言うので
はない。
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　　　	　過失犯の実行行為は、先に指摘したとおり、不注意によって死傷の結果を発
生させた点につき、刑責を問うものである。

　　　	　それは、①死傷の結果を予見し（結果予見義務）、回避すべき義務（結果回避義務）
を負う立場にある者が、②その結果の発生を予見し（結果予見可能性）、回避す
ることが可能であった（結果回避可能性）にもかかわらず、これを怠った結果、
死傷事故を発生させたと認められる場合、すなわち、注意義務に違反した結果、
その運転中の自動車を被害者に衝突させて同人を路上に転倒させた行為を言う
ものと理解しなければならない。

　　　	　そして、行為者が結果の発生を予見し、回避すべき義務（注意義務）に違反
したというのは、どのようなことを意味するかというと、①自動車の運転者
としては、自動車を運転して道路上を進行する場合には、道路交通法第 70条
（安全運転義務）等ないし条理（交通に関する健全な常識）に基づいて、進路上に
いる歩行者と衝突事故を発生することのないよう常に進路前方を注視して進行
し、歩行者との衝突事故による結果の発生を予見し、回避すべき立場にあり、
②通常の運転者を、行為者が前方不注視という不注意な行為に及んだ当時置か
れた立場に立たせてみた場合、当然歩行者に自車を衝突させることによって、
人身事故の発生を予見できたはずであり、したがって、前方を注視して進行す
ることによって、自車の進路上に被害者の存在を発見したときには、直ちに急
ブレーキをかけるなどして結果の発生を回避し得る状況下にあったはずである。

　　　	　したがって、行為者としては、前方を注視して進行することによって結果の
発生を予見し、回避すべき義務（いわゆる「前方注視義務」）を負っていたと
いうべきである。

　　　	　ところが、行為者は、これを怠り、脇見運転をして、前方を注視しないまま
進行したため、結果の発生を予見せず、結果回避の措置も講じなかった結果、
被害者の存在に気付かずに自車を同人に衝突させ、人身事故を発生させたとい
うような場合である。

　　イ	　また、過失運転致死傷罪は、結果犯であるから、それが成立するためには、
被害者の死傷という結果が発生することを必要とする。

　　ウ	　そして、その被害者の死傷という結果は、前記のような犯人の注意義務に違
反する行為によって生じたものであること、言い換えれば、犯人の注意義務違
反の行為と結果の発生との間に因果関係のあることを必要とする。
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　　エ	　以上の要件が具備すれば、一応、過失運転致死傷罪の構成要件に該当し、か
つ、違法な行為ということができる。

　エ　過失の捉え方（段階的過失論）
　　	　交通事故を起こす原因となったいくつかの不注意な行為のうち、どれを過失と

するか、過失を特定する方法として、「結果に近接した最終の不注意な行為のみ
を過失としてとらえる。」とする考え方があり、これが「段階的過失論」あるい
は「直近過失論」と呼ばれる。

　　	　しかし、結果を起こす原因となった不注意な行為がいくつかある場合に、過失
となるのは直近唯一の不注意な行為に限り、その他の不注意な行為は結果を起こ
す原因となっていながら過失でないとする理由は不明であり、実際の事故は、そ
の態様や原因が複雑であり、明確に過失を１つに特定することは困難な場合が多
い。

　　	　実務では、直近唯一の過失に限らず、過失が併存することもあるとする説が大
勢を占めている（過失併存説）。

　　	　ただ、過失犯の構成要件が定型的でないことから、過失行為を明確にとらえる
ことは容易でないことも多く、中には過失併存説に名を借りて、過失と過失とな
らない不注意な行為の区別がつかないまま不注意な行為と思われる行為を全て羅
列している例も見受けられる。

　　	　しかし、過失併存説については、明確に過失行為を特定した上、これが併存す
る場合があり得るという考え方であって、不注意な行為の全てが過失となるわけ
ではない。

　　	　捜査実務者は、過失をできるだけ広くとらえようとする傾向があるので、捜査
実務においても、過失を整理し、訴因を明確にするために、段階的過失論の考え
方は有用であり、犯罪事実の構成に当たり、事故を起点として因果の系列をさか
のぼり、原因となった過失を整理することも役に立つであろう。

　オ　信頼の原則
　　ア　信頼の原則とは
　　　	　「他人が予期された適切な行動に出るであろうことを信頼するのが相当な場

合には、たとえその他人の不適切な行動と自己の行動とがあいまって法益侵害
の結果を発生させたとしても、これに対しては過失責任は問われない」という
法理である。
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　　　	　これを交通事故に限って定義すれば、信頼の原則とは、「交通関与者は、他
の交通関与者が交通規則その他の交通秩序を守るであろうことを信頼するのが
相当の場合には、たとえ他の交通関与者の不適切な行動と自己の行動とがあい
まって法益侵害の結果が発生したとしても、これに対しては過失責任を負わな
い」とする法理であるといえる。

　　　　→結果予見可能性があったとしても結果回避義務が免除される。

　　　【判例】	　自車と対面する信号機が黄色の灯火の点滅を表示し、交差道路上
の信号機が赤色の灯火の点滅を表示している場合、当該交差点に進
入しようとする自動車運転者としては、特段の事情がない限り、交
差道路から交差点に接近してくる車両の運転者において同信号に従
い一時停止及び事故回避のための適切な行動をするものと信頼して
運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反して一時停止をす
ることなく高速度で交差点を突破しようとする車両のありうること
まで予想した周到な安全確認をなすべき業務上の注意義務を負う
ものでなく、当時法規所定の徐行義務を懈怠していたとしても、こ
の場合における注意義務違反の成否に影響を及ぼさない」（最判昭
48. ５.22）。

　　イ　信頼の原則の適用基準
　　　㋐　原則として車両対車両の事故であること
　　　　	　車両の運転者は、交通秩序に従った行動が期待できるが、歩行者は、一律

に交通秩序に従った行動を取るものとは期待できない。
　　　　	　したがって、対歩行者事故については、信頼の原則は（原則）適用されな

いのである。
　　　　	　ただし、例えば、信号機の設置された横断歩道においては、車両の運転者

において、「歩行者は信号に従って横断するであろう」と信頼することが相
当であるので、歩道上を横断歩道に向かって歩いている歩行者や横断歩道
手前の歩道上に立っている歩行者がいたとしても、彼らは信号を守り、赤
信号を無視して渡ってくることはないだろうと信頼してよく（大阪高判昭
63. ７. ７等）、速度調節義務（横断歩道の直前で停止することができるような速
度で進行すべき義務【道交法 38条１項】）は課せられない。
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10　第１編　総　　　論

　　　㋑	　他の交通関与者が交通秩序に従った適切な行動を取るものとの信頼が存在
し、かつ、その信頼が相当であること

　　　㋒	　加害車両の運転者に事故の原因となった交通法規の違反が存在しないこと
　　　　	　「クリーンハンドの法理」……自らの手がきれいではないのに、人の手の

汚れを非難することは許されない。
　　　　	　ただし、被疑者に過失や道路交通法違反が認められる場合でも、その過失

の程度や違反の程度が重大とまでは言えない場合、信頼の原則が適用される
ことがある（最判昭 45.11.17 等）。

静岡地沼津支判平27. ７.16（通行禁止類型→○）

（争点に対する判断）
２　自動車運転処罰法２条にいう「よって」の解釈について（争点〔１〕）
　 　自動車運転処罰法２条所定の危険運転致死傷罪は、人を死傷させる実質的かつ高度の危険性を有

する運転行為を危険運転として類型化し、故意の危険運転行為により人の死傷の結果が生じたとき
に成立する点で、結果的加重犯に類する犯罪であるところ、同条はその柱書きで、「次に掲げる行
為を行い、よって……人を死亡させた者」と規定するのみで、その文言上、行為と死亡結果とのつ
ながりについて通常の因果関係と異なる特別な結び付きを求めるものとは解されない。したがって、
同条にいう「よって」とは、本件逆走行為が原因となって事故が生じたといえればよく、弁護人が
主張するような、同条６号が想定する一方通行道路の逆走という行為に内在する類型的な危険が直
接の原因となって事故が生じた場合に限られると解すべき理由はない。

３ 　本件逆走行為と被害者両名の死亡との間の因果関係の有無について（争点〔２〕）
　 　被告人は、一方通行道路を逆走し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、

当該一方通行道路に接続する交差点に、そのまま時速 50 キロメートル以上の高速度で進入し、同
交差点内で被害車両と衝突しているのであるから、本件逆走行為が原因で本件事故が生じたことは
明らかである。したがって、因果関係は優に認められる。

４　一方通行道路逆走についての被告人の認識の有無について（争点〔３〕）
　 　被告人が逆走した一方通行道路区間における走行実験の映像（……）によれば、……特段の事情

がない限り、普通に前方を見ていれば、これらの道路標識及び道路標示を当然に認識することがで
きたと認められる。……

　 　そして、前記道路標識及び道路標示は、本件道路が一方通行道路であることを当然に想起させる
ものというべきであるから、被告人は、本件逆走行為時、前記道路標識及び道路標示を認識してお
り、少なくとも本件道路が一方通行道路かもしれないという程度の認識があったと優に認定するこ
とができる。

５　したがって、被告人には危険運転致死罪が成立することが明らかである。

〈知って得する判例要旨〉
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